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新興国レポート
オーストラリア経済とリブラジルの年金改革が政権内の最終妥結で一歩前進
 ボルソナロ大統領が「最低受給開始年齢の引き上げ」に関する最終決定を下し、ブラジルの年金改革が一歩前進。
 政権の妥結案は、10～12年の移行期間を経て年金の最低受給開始年齢を男性65歳、女性62歳へ引き上げるもの。
 ボルソナロ政権案はテメル案と比べ早期の年金改革を目指す。政権は2月20日に年金改革法案を議会に提出へ。
 今後は年金改革法案の議会審議が焦点。厳しめの年金改革案は、議会交渉での妥協の「のりしろ」を残すとの見方も。

（審査確認番号 2018 ‒ ＴＢ467）
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（出所）各種報道
（注）ブラジルの現行年金制度では最低受給開始年齢の規制はなく、平均

受給開始年齢は男性が56歳、女性が53歳。

図2：年金改革に関する下院・上院議員の意向調査

ボルソナロ大統領は年金改革の最終決定を下す

ボルソナロ大統領が2月14日に年金改革の柱である
「最低受給開始年齢の引き上げ」に関して最終決定を
下し、ブラジルの年金改革がまた一歩前進しました。

ボルソナロ大統領とパウロ・ゲデス経済相ら政権幹部
の最終妥結案には、①最低受給開始年齢を男性は65歳、
女性は62歳へ段階的に引き上げること、②10～12年
の移行期間を設けること、が盛り込まれました（図1）。

ボルソナロ政権案の「男性65歳、女性62歳」という
最低受給開始年齢はテメル前政権の提案と同一のもの
ですが、20年の移行期間が設けられていたテメル案に
対して、ボルソナロ政権は早期の年金改革達成を目指
しています。

政権は2月20日に年金改革法案を議会に提出へ

ボルソナロ政権案では、公務員への優遇を是正し、公
務員年金にも同一の最低受給開始年齢のルールが適用
されることになります。一方、軍人年金の取り扱いや、
賦課方式から積立方式への移行の有無、年金改革によ
る財政効果などの詳細については不明な点が残されて
います。ボルソナロ政権は2月20日に詳細な内容を含
む年金改革を公表し、法案を議会へ提出する予定です。

2月下旬以降は年金改革法案の議会審議が焦点

2月下旬以降は、年金改革法案の議会審議に焦点が移
りそうです。年金改革に関する国会議員への意向調査
によれば、8割以上の下院・上院議員が総論では年金改
革に賛成しているものの（図2上段）、各論では「男性
65歳、女性62歳の最低受給開始年齢」に対しては議員
の見方が賛成派と反対派に分かれています（図2下段）。

ボルソナロ政権があえて厳しめの年金改革案を提示し
たのは、議会審議の過程で妥協の「のりしろ」を残す
ためとの見方もあります。今後、下院と上院で年金改
革法案が承認されるまでには、議会交渉の紆余曲折が
ありそうです。
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（出所）エスタード紙報道（2019年2月11日付）

（総論での年金改革への支持）

（男性65歳、女性62歳の最低受給開始年齢への支持）

図1：年金の最低受給開始年齢の引き上げ計画
（ボルソナロ政権案）
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